
藤沢市商店街経営基盤支援事業等補助金交付要綱 

制定 平成１６年９月１日 
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(趣旨) 

第１条 市長は、商店街の活性化を図るため、商店街団体が実施する商店街経営基盤支援事業等に 

要する経費の一部に対し、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１号）及びこの要綱に

基づき、予算の範囲内において、補助金を交付する。 

 (定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 商店街団体 一般社団法人藤沢市商店会連合会（以下「商連」という。）及び補助金の交付を

受けようとする年度の４月１日現在において、商連に加盟している商店街をいう。 

(2) 商店街共同施設設置事業 商店街団体が商店街の環境改善のために実施する街路灯等の

共同施設設置事業をいう。 

(3)  商店街街路灯撤去事業 商店街団体が解散に伴い安全確保のために実施する街路灯の撤

去事業をいう。 

(4) 顧客用駐車場運営事業 商店街団体が消費者の利便を図るために実施する駐車場の運営

管理・提携事業をいう。 

(5) 街路灯等維持管理事業 商店街団体が消費者の安全と防犯のために実施する街路灯等の

維持管理事業をいう。 

(6) ショッピングモール事業 商店街団体が快適な買い物空間の確保を図るために実施する

モール化事業をいう。 

(補助事業及び補助率等) 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、商店街共同施設設置事業、商店

街街路灯撤去事業、顧客用駐車場運営事業、街路灯等維持管理事業及びショッピングモール事

業とする。 

２ 補助事業における補助率等は次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 商店街共同施設設置事業にかかる算定基準及び補助の額は、別表第１、別表第２のとおり



とする。 

(2) 商店街街路灯撤去事業にかかる算定基準及び補助の額は、別表第３のとおりとする。 

(3) 顧客用駐車場運営事業にかかる算定基準及び補助の額は、別表第４のとおりとする。 

(4) 街路灯等維持管理事業にかかる算定基準及び補助の額は、総事業費又は東京電力エナジー

パートナー株式会社が算出した公衆街路灯電灯料に相当する額のいずれか低い額の１００％以

内とする。 

(5) ショッピングモール事業にかかる算定基準及び補助の額は、施設・事業内容に応じて、市

長が予算の範囲内で補助率を決定するものとする。 

３ 補助金の額を算出した場合において、当該補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てるものとする。 

(補助金交付の申請等に係る添付書類) 

第４条 補助金の交付を受けようとする商店街団体は、商店街経営基盤支援事業等補助金交付申請書

(第１号様式)に別表第５に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(補助金交付の決定) 

第５条 市長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査のうえ、交付の可否を決

定し、商店街経営基盤支援事業等補助金交付決定通知書(第３号様式)により、当該商店街団体に通

知するものとする。 

(届出義務) 

第６条 補助金の交付を受けようとする商店街団体は、事業に着手するときにあっては、商店街経営基

盤支援事業等補助金事業着手届(第４号様式)を、完了したときにあっては、商店街経営基盤支援事

業等補助金事業完了届(第５号様式)に別表第５に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(事業の計画変更) 

第７条 第５条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた商店街団体が、当該事業の計画を変更し

ようとするときは、速やかに商店街経営基盤支援事業等補助金事業計画変更承認申請書(第６号様

式)に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査のうえ、適当と認めるものについて、商店街

経営基盤支援事業等補助金事業計画変更承認通知書(第７号様式)により通知する。 

(事業実績報告書の提出) 

第８条 補助金の交付を受けた商店街団体は、当該事業を完了したときは、商店街経営基盤支援事業

等補助金事業実績報告書(第８号様式)に別表第５に掲げる書類を添えて、事業完了後１月以内に市

長に提出しなければならない。 

(備付帳簿) 

第９条 補助金の交付を受けた商店街団体は、事業の施行に関し、必要な帳簿等を備え付け、５年間保

管整備しておかなければならない。 

(財産処分の制限) 

第１０条 補助金の交付を受けた商店街団体は、当該補助金により取得した共同施設等について、取得

後５年を経過するまでは、処分してはならない。 

(補則) 



第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成１６年９月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日より施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、平成２７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結果

について必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日より施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年７月１日より施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日より施行する。 

（検討） 

２ 市長は、平成３１年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結果

について必要な措置を講ずるものとする。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年６月１６日より施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日より施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する 

 附 則 

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日より施行する。 

（検討） 

２ 市長は、平成３４年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結果



について必要な措置を講ずるものとする。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日より施行する。 

（検討） 

２ 市長は、令和７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結果に

ついて必要な措置を講ずるものとする。 

 



別表第１　（第３条関係）

１種類
設　置

２種類
以上設置

街路灯 新設 １．ＬＥＤランプ等環境配慮されたランプを用い、新たな支柱を設置する街路灯 街路灯１基あたりの補助限度額を次のとおりとする。

　のもの。 既存の街路灯の撤去を伴う場合　１灯式　450,000円

　　　　　　　　　　　　　　　２灯式　637,000円

既存の街路灯の撤去を伴わない場合　１灯式　375,000円

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　２灯式　562,000円

修繕 １．街路灯の破損や老朽化に伴う修繕、及び従前から使用している脚部を利用し、 街路灯１基あたりの補助限度額を次のとおりとする。

　その他の部分を新設する場合のもの。 １灯式　120,000円

　 ２灯式　240,000円

２．水銀灯からＬＥＤランプ等環境配慮されたランプへの交換を含むもの。 街路灯１基あたりの補助限度額を次のとおりとする。

１灯式　150,000円

　 ２灯式　300,000円

サイン施設   次のいずれかに該当する施設。 １基あたり補助限度額を１００万円とする。

（片アーチ類及び １．「片アーチ類」商店街の存在及び商店街の存在する通りの名称等を消費者に

案内看板類）   周知させることを主たる目的として設置する案内施設で、街路灯、看板類でな

  いもの。 ３０％

２．「案内看板類」商店街の構成店、その内容又は商店街の存在する通りの名称 ― 以内

  等を消費者に周知させることを主な目的として設置する案内施設で、街路灯で

　ないもの。

３．他の商店街と類似しないデザインであること。

情報関連施設 　商店街が販売促進、顧客管理、情報提供等のための情報化共同事業を実施する (1) 会員の相当部分が商店街団体との間に情報化共同事業を

際に必要となる一連の情報処理システムで、以下に掲げる施設。 　継続的に利用する旨を締結するなど、当該事業が会員の相

１．システムを構成する電子計算機及び会員店舗等に設置される端末装置等の情   当部分によって十分利用されるようになっているものであ　　　

  報処理機器   ること。

２．システムとして稼働させるために必要となるパッケージ型プログラムソフト。 ― ３０％ (2) 会員店舗に設置される端末装置等は商店街団体が所有し、

　ただし、カード等の消耗品類、別途必要となるシステム設計、プログラム開発 以 内   その維持管理を行うものとする。

  経費、機器の更新・追加及びリース料については補助しない。

  〔施設〕  商店街カードシステム  （スタンプカード、プリペイドカード、

                                  クレジットカード等）
　　  　　  商店街ＰＯＳシステム等

駐車場施設 １．商店街が来街者に利便を供する目的で設置する駐車場施設であること。

　　（商店街顧客専用駐車場であることを示す看板、アスファルト舗装、

　　フェンス、遮断機等。）

２．収容台数が１駐車場あたり５台以上であること。 ３０％

３．借地の場合は,借地契約期間が１年以上であり、かつ５年以上の存置が見込 ― 以 内

　めること。

４．利用料金を設ける場合には、施設の維持管理に要する経費を超えることのな

　いように充分配慮すること。

駐輪場施設 １．商店街が来街者に利便を供する目的で設置する駐輪場施設であること。

  　（商店街顧客専用駐輪場であることを示す看板、アスファルト舗装、

    フェンス等）

２．収容台数が１駐輪場あたり２０台以上であること。 ― ３０％

３．借地の場合は、借地契約期間が１年以上であり、かつ５年以上の存置が見込 以 内

　めること。

４．利用料金を設ける場合には、施設の維持管理に要する経費を超えることのな

　いように充分配慮すること。

防犯カメラ １．防犯カメラの新設、更新及び修繕に係る経費を補助対象とする。 (1) 新設、更新、修繕の場合（簡易修繕を除く）

　（既存防犯カメラの撤去を伴うものを含む） 防犯カメラ１台あたりの補助限度額を375,000円とする。

２．その他、以下の条件を満たしていること。

（１）犯罪の予防を目的として、特定の場所に常設するカメラで、映像表示、通 ７５％

　　信、録画のために必要な関連機器で構成された装置であること。 以 内 (2) 簡易修繕の場合

（２）藤沢市防犯カメラ運用基準をすべて満たすものであること。 １団体の単年度あたり補助限度額を200,000円とする。
（３）設置に必要な許可を受けていること。 また、１団体の単年度あたり申請回数は、２回を上限とする。
（４）関係法令に違反していないこと。

施　　　　設 補　　　助　　　要　　　件 最低事業費 補助率 補　　助　　限　　度　　額　　等

２５万円
７５％
以内

１
０
０
０
万
円

２
０
０
０
万
円

（既存街
路灯の撤
去を伴う
ものを含

む）

２５万円
６０％
以内

２５万円
７５％
以内

２
０
０
０
万
円

１
０
０
０
万
円

４
０
０
万
円

―

５
０
０
万
円

２
０
万
円



施　　設 補　助　要　件 補助限度額

別表第２　（第３条関係）
商店街振興組合及び商店街の事業協同組合に対する補助金の対象及び補助率等

補　助　率　等

組合共同施設

　次に掲げる施設の中で、以下に
掲げる要件を満たすものとする。
１．組合又は組合員の経営の向上
に資するために設置又は所有する
施設で、その利用についてはすべ
ての組合員又は大多数の組合員が
同時又は交互に利用し得る施設で
あること。なお、「組合員」とは
商店街振興組合、商店街の事業協
同組合を構成する者をいう。
２．しゃし、遊興に関する施設で
ないこと。「建物」事務所、倉
庫、コミュニティーセンター等
（建物の付属設備を含む。）「構
築物」受電送配電設備、放送無線
通信設備等

１．補助金の額は、市長が必要と認
める施設費総額を次に定める金額に
区分して、それぞれの率を乗じて得
た額の合計額の範囲内とする。
500万円以下の金額は、25％とする。
500万円を超え、1,000万円以下の
金額は、15％とする。
1,000万円を超える金額は、10％とす
る。
２．算出した補助金額に1,000円未満
の端数があるときは、これを切り捨
てる。

３００万円



別表第３　（第３条関係）

施設 最低事業費 補助率 補助限度額

５００万円

補助要件

街路灯 撤去

商店街の解散によりやむを
得ない事情で街路灯撤去の
みを行うもので、かつ設置
後10年を経過し、安全確保
のため撤去が必要と商連と
市長が判断したものとす
る。

１０万円
３０％
以 内



別表第４　（第３条関係）

駐車場種別 補助要件 補助対象経費等 補助率 補助限度額

借上駐車場

年間を通じて駐車空間を借り上げ
て商店街団体自らが運営管理でき
るもので、１駐車場当たり５台以
上の駐車ができるもの。なお、縁
石等で区画され顧客用駐車場であ
ることを明確に表示したものでな
ければならない。

土地賃貸借契約金額
及び遮断機等のリー
ス料。
ただし、補助対象台
数は、当該商店街団
体の会員数以内と
し、最高限度台数
は、５０台とする。

４５％
以内

１商店街団体
当たり

２００万円

提携駐車場

商店街団体と駐車場会社とが提携
契約することにより、年間を通じ
て駐車利用ができ、駐車券の
チェックができるもの。なお、駐
車利用提携施設であることを明確
に表示したものでなければならな
い。

駐車場使用契約書に
定める駐車場利用金
額。

４５％
以内



別表第５　（第４条，第６条，第８条関係）

事　　業　　名 添　　付　　書　　類

１．申請時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金交付申請書（第１号様式）

② 収支予算書（第２号様式）

③

④ 当年度総会等議事録の写し（要原本証明）

⑤ 会員名簿

⑥ 定款又は規約

⑦

⑧ 施設設置位置図

⑨ 施設設計図（平面図、正面図等）

⑩ 土地使用承諾書の写し（設置場所が民有地の場合、要原本証明）

⑪ 行政庁の許可書の写し（設置場所が公有地の場合、要原本証明）

⑫ 着手前現地写真

２．事業着手時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業着手届（第４号様式）

② 契約書の写し（要原本証明）

３．事業完了時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業完了届（第５号様式）

② 完成図面（申請時と同じものであれば省略できる）

③

④ 完成写真

⑤ 完成物が提出可能なものについては、完成物

４．事業報告時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業実績報告書（第８号様式）

② 収支決算書（第９号様式）

１．申請時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金交付申請書（第１号様式）

② 収支予算書（第２号様式）

③

④ 当年度総会等議事録の写し（要原本証明）

⑤ 会員名簿

⑥ 定款又は規約

⑦ 見積書の写し（参考見積も含め３社、要原本証明）

⑧ 施設設置位置図

⑨ 着手前現地写真

⑩ 街路灯撤去理由書

⑪ 撤去に係る一般社団法人藤沢市商店会連合会意見書

２．事業着手時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業着手届（第４号様式）

② 契約書の写し（要原本証明）

３．事業完了時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業完了届（第５号様式）

② 完成図面（申請時と同じものであれば省略できる）

③

④ 完成写真

４．事業報告時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業実績報告書（第８号様式）

② 収支決算書（第９号様式）

商店街共同施設設置事業

当年度総会等資料（前年度の事業報告・収支決算書と当年度事業計画
書・収支予算書（申請する事業の実施が記載されたもの））

支払領収書等の写し
（支払が完了していない場合事業報告時、要原本証明）

商店街街路灯撤去事業

当年度総会等資料（前年度の事業報告・収支決算書と当年度事業計画
書・収支予算書（申請する事業の実施が記載されたもの））

支払領収書等の写し
（支払が完了していない場合事業報告時、要原本証明）

見積書の写し（参考見積も含め２社以上、防犯カメラの簡易修繕につ
いては参考見積不要、要原本証明）



① 商店街経営基盤支援事業等補助金交付申請書（第１号様式）

② 収支予算書（第２号様式）

③ 総事業費、補助対象事業費、補助金額等がわかる積算書類

④ 委任状（商店街団体が申請等を委任する場合）

⑤

⑥

⑦

⑧ 一般社団法人藤沢市商店会連合会加盟の会員名簿

２．事業完了時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業完了届（第５号様式）

②

３．事業報告時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業実績報告書（第８号様式）

② 収支決算書（第９号様式）

１．申請時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金交付申請書（第１号様式）

② 収支予算書（第２号様式）

③ 総事業費，補助対象事業費、補助金額等がわかる積算書類

④ 委任状（商店街団体が申請等を委任する場合）

⑤

⑥

⑦ 一般社団法人藤沢市商店会連合会加盟の会員名簿

２．事業完了時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業完了届（第５号様式）

②

３．事業報告時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業実績報告書（第８号様式）

② 収支決算書（第９号様式）

街路灯等維持管理事業

当年度総会等資料
（申請等を委任している場合、一般社団法人藤沢市商店会連合会の総
会等資料）

定款又は規約
（申請等を委任している場合、一般社団法人藤沢市商店会連合会の定
款）

支払領収書等の写し
（支払が完了していない場合事業報告時、要原本証明）

顧客用駐車場運営事業

１．申請時

［借上駐車場］土地賃貸借契約書及び遮断機等のリース契約書の写し
　　　　　　　（要原本証明）
［提携駐車場］ 駐車場使用契約書の写し（要原本証明）

当年度総会等資料
（申請等を委任している場合、一般社団法人藤沢市商店会連合会の総
会等資料）

定款又は規約
（申請等を委任している場合、一般社団法人藤沢市商店会連合会の定
款）

支払領収書等の写し
（支払が完了していない場合事業報告時、要原本証明）



① 商店街経営基盤支援事業等補助金交付申請書（第１号様式）

② 収支予算書（第２号様式）

③

④ 当年度総会等議事録の写し（要原本証明）

⑤ 会員名簿

⑥ 定款又は規約

⑦ 見積書の写し（要原本証明）

⑧ 施設設置位置図

⑨ 土地使用承諾書の写し（設置場所が民有地の場合、要原本証明）

⑩ 行政庁の許可書の写し（設置場所が公有地の場合、要原本証明）

⑪ 着手前現地写真

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業着手届（第４号様式）

② 契約書の写し（要原本証明）

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業完了届（第５号様式）

② 完成図面（申請時と同じものであれば省略できる）

③

④ 完成写真

４．事業報告時

① 商店街経営基盤支援事業等補助金事業実績報告書（第８号様式）

② 収支決算書（第９号様式）

(注)　この表において「原本証明」とは、原本の写しを提出する場合に、商店街団体の代表者が原本と相違
　　ないことを証明するために、当該原本の写しに、原本と相違ない旨、団体名及びその代表者名を記し、
　　並びに押印したものをいう。

ショッピングモール事業

１．申請時

当年度総会等資料（前年度の事業報告・収支決算書と当年度事業計画
書・収支予算書（申請する事業の実施が記載されたもの））

２．事業着手時

３．事業完了時

支払領収書等の写し
（支払が完了していない場合事業報告時、要原本証明）


